
臨
済
宗
大
灯
派
か
ら
関
山
派
と
徹
翁
派

へ
の
分
立

紫
衣
入
院
と
宗
派
概
念
の
問
題

千

田

た
く
ま

は
じ
め
に
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大
灯
派
は
宗
峰
妙
超

(
一
二
八
二
～

=
ご
三
七
)
を
派
祖
と
し
、
京
都
紫
野
の
大
徳
寺
を
本
寺
と
す
る
臨
済
宗

一
派

で
あ
る
。
大
徳
寺

は
宗
峰
が
開
山
で
あ
り
、
正
中
二
年

(
一
三
二
五
)
に
花
園
法
皇
が
祈
願
所
と
し
た
。

大
灯
派
内
に
は
大
模
派
な
ど
幾

つ
か
の
支
流
門
派
が
あ

っ
た
が
、
中
世
後
期
に
は
、
関
山
派
と
徹
翁
派
と
が
定
常
的

に
大
徳
寺
に
出
世

す
る
勢
力
と
な

っ
て
い
た
。
両
派
は
大
徳
寺
を
本
寺
と
し
な
が
ら
、
関
山
派
は
妙
心
寺
を
徹
翁
派
は
徳
禅
寺
を
そ
れ
ぞ
れ
の
小
本
寺
と
し

て
い
た
。

だ

が
永
正
六
年

(
一
五
〇
九
)
に
分
立
相
論
が
起
こ
る
。
原
因
は
こ
う
だ
。
大
灯
派
は
大
徳
寺
で
紫
衣
入
院
を
執
行
し
て
い
た
。
だ
が

関
山
派
が
後
柏
原
院
に
要
望
し
て
、
妙
心
寺
で
も
紫
衣
入
院
を
執
行
で
き
る
よ
う
に
計
画
す
る
。
こ
れ
に
対
し
徹
翁
派
が
訴
訟
を
お
こ
し

相
論

へ
と
発
展
し
た
。

相
論
の
経
過
は
本
論
で
論
じ
る
が
、
最
終
的
に
は
関
山
派
の
要
望
が
認
め
ら
れ
、
以
後
は
、
関
山
派
が
妙
心
寺
で
紫
衣
入
院
を
執
行
し
、

徹
翁
派
が
大
徳
寺
で
紫
衣
入
院
を
執
行
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
大
灯
派
は
関
山
派
と
徹
翁
派
と
に
分
立
し
た
。
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周
知
の
よ
う
に
関
山
派
は
、
日
本
禅
宗
史
の
大
家
玉
村
竹
二
が
、
「
日
本
臨
済
宗
史
上
、

一
番
大
き
な
問
題
は
何
と
言

っ
て
も
大
応
派

下
関
山
派
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
派
に
よ

っ
て
臨
済
宗
は
席
巻
さ
れ
、
江
戸
中
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
、
全
臨
済
宗
は
こ
れ
に
覆
わ
れ
て

し
ま

っ
た
わ
け
で
あ
る
」
と

い
い
、
「こ
の
傾
向
は
戦
国
時
代
ご
ろ
か
ら
始
ま

っ
て
お
り
、
こ
の
こ
ろ
に
は
関
山
派
の
法
系
が
伸
張
し
て

　
ユ

　

い
っ
た
の
に
対
し
て
、
五
山
派
の
方
は
次
第
に
法
系
が
絶
え
」
た
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
分
立
以
後
、
関
山
派
は

一
層
勢
力
を
拡
大
し

て
い
き
、
臨
済
宗
の
最
大
派
閥
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
分
立
事
件
は
、
臨
済
宗
の
組
織
と
歴
史
を
考
え
る
上

で
重
要
な
案
件
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。

一

先
行
研
究
と
そ
の
問
題
点

大
灯
派

の
紫
衣
入
院

の
問
題
と
、
関
山
派
と
徹
翁
派

の
相
論
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、
川
上
孤
山
が
妙
心
寺
の

ハ
　

　

歴
史

を
記
述
す
る
な
か
で
、
妙
心
寺

の
関
係
資
料
を
挙
げ
て
言
及
し
て
い
る
の
が
早

い
時
期

の
研
究
で
あ
る
。
そ
の
後
、
伊
藤
克
己
氏
、

竹
貫
元
勝
氏
、
末
柄
豊
氏
の
三
氏
が
考
察
し
て
い
る
。

伊
藤
克
己
氏
は
戦
国
期

の
紫
衣
や
勅
願
所

の
問
題
を
取
り
上
げ
る
な
か
で
、
大
灯
派
の
分
立
に
つ
い
て
論
じ

「永
正
六
年
の
紫
衣
出
世

　
ヨ

　

勅
許

を
根
拠
と
し
て
大
徳
寺
か
ら
離
脱
し
、

一
派
本
山
の
地
位
を
確
定
し
た
」
と
の
べ
て
い
る
。

竹
貫
元
勝
氏
は
大
灯
派
が
分
立
す
る
永
正
期
を
、
大
徳
寺
と
妙
心
寺
が
勢
力
を
拡
大
す
る
時
期
と
定
義
し
た
。
そ
し

て
大
徳
寺
と
妙
心

寺

の
両
寺
院
体
制
を
検
討
し
、
「妙
心
寺
僧

(関
山
派
)
」
が
経
済
力
を
付
け
る
こ
と
で

「大
徳
寺
離
れ
」
を
し
た
の
が
、
分
立

の
原
因
で

　る

　

あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。

末
柄
豊
氏
は

「な
ぜ
こ
の
時
期
に
妙
心
寺
が
か
か
る
勅
許
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
」
と
問
題
提
起
し
、
「
せ
ん
じ
つ
め
れ
ば
、
関

山
派

が
恒
常
的
に
大
徳
寺
に
出
世
す
る
よ
う
に
な
り
、
寺
内
に
お
い
て
徹
翁
派
に
拮
抗
し
得
る
勢
力
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
社
会
的
に
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徹
翁
派
を
凌
駕
せ
ん
と
す
る
勢
威
を
有
し
て
い
た
た
め
」
と
論
ず
る
。
さ
ら
に
妙
心
寺
が
紫
衣
地
と
な
る
の
に
、
郵
林
宗
棟

(
一
四
四
八

～

一
五
二
二
)
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
仮
定
す
る
。
そ
し
て
郵
林

の
動
向

に
注
目
し
、
関
山
派
が
分
立
を
目
指
し
た
の
は
、
「郵

林
の
俗
甥
細
川
高
国
が
幕
閣
の
重
鎮
と
な
り
、
大
徳
寺
お
よ
び
そ
の
関
係
者
が
反
発
し
て
も
政
治
的
に
押
さ
え
込
め

る
と

い
う
判
断
が

　
う

　

あ

っ
た
か
ら
に
違

い
な
い
」
と
結
論
づ
け
た
。

以
上
の
先
行
研
究
を
総
括
す
れ
ば
、
も
と
も
と
関
山
派
と
徹
翁
派
は
反
目
関
係
に
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
中
世
末
期
に
関
山
派
が
権

勢
を
増
し
て
、
徹
翁
派
に
対
抗
で
き
る
社
会
的
権
力
と
経
済
力
を
保
有
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
徹
翁
派
と
の
決
別
を
画
策
し
、
永
正
六
年

(
一
五
〇
九
)
に
妙
心
寺
を
紫
衣
地
と
し
て
独
立
し
た
、
と
要
約
で
き
る
。

さ

て
、
本
稿
で
は
関
山
派
と
徹
翁
派
に
つ
い
て
、
以
下
の
三
つ
の
疑
問
を
提
起
す
る
。
ま
ず

一
つ
は
、
そ
も
そ
も
徹
翁
派
だ
け
が
大
徳

寺
の
正
統
継
承
者
な
の
か
、
も
う

一
つ
は
、
本
当
に
関
山
派
と
徹
翁
派
は
反
目
し
て
い
た
の
か
、
最
後
の

一
つ
は
、
本
稿

の
主
要
な
調
査

対
象

で
あ
る
が
、
な
ぜ
関
山
派
は
妙
心
寺
で
紫
衣
入
院
を
執
行
し
よ
う
と
し
た
の
か
で
あ
る
。

以
下
本
論
で
は
こ
の
三
つ
の
疑
問
を
視
点
と
し
て
、
関
山
派
と
徹
翁
派
の
相
論
の
経
過
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
大
灯
派
、
関
山
派
、
徹

翁
派

に
つ
い
て
、
新
た
な
歴
史
像
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
ま
た
紫
衣
入
院
の
歴
史
的
意
味
と
、
宗
派
の
現
代
的
課
題
に

つ
い
て
論
じ
る
。

相
論
資
料
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
で
あ
る
妙
心
寺
や
大
徳
寺
そ
し
て
龍
安
寺
に
文
書
が
伝
来
し
て
い
る
。
ま
た
末
柄
豊
氏
が
指
摘
す
る

よ
う

に
、
「同
時
に
双
方

の
関
係
者
か
ら
接
触
を
受
け
た
三
条
西
実
隆
の
日
記

『実
隆
公
記
』
」
な
ど
の
公
家

の
日
記
に
も
記
録
が
あ

っ
て
、

ハ　

　

状
況
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
資
料
に
基
づ
い
て
、
関
山
派
と
徹
翁
派

の
相
論
を
た
ど
り
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
分

裂
し
た
か
を
探
る
。
資
料
に
は
未
刊
行
資
料
も
多
く
、
写
真
や
活
字
資
料
を
掲
載
す
べ
き
だ
が
、
紙
数

の
都
合
上
、
必
要
な
部
分
の
み
を

取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
、
ご
寛
恕
願
い
た
い
。

63
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二

紫
衣
入
院
の
時
代
背
景

禅

宗
に
お
け
る
紫
衣
入
院
は
、
元
来
、
南
禅
寺

で
行
わ
れ
て
い
た
。
桜
井
景
雄
に
よ
る
と
、
南
禅
寺
の
紫
衣
入
院
は
、
応
永
四
年

(
コ
ニ
九
七
)
頃
か
ら
応
永
三

一
年

(
一
四
二
四
)
ま
で
の
約
二
八
年
間
に
は
、
座
公
文
を
与
え
ら
れ
た
も
の
は

=

一人
で
あ

っ
た
。
そ

れ
が
応
仁
文
明
の
乱
後
の
文
明

一
八
年

(
一
四
八
六
)
か
ら
明
応
元
年

(
一
四
九
二
)
ま
で
の
七
年
間
に
は
、
二

一
人

に
増
大
し
て
い
る

　
ア

　

と
い
う
。

つ
ま
り
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
臨
時
儀
式
で
あ

っ
た
紫
衣
入
院
が
、
応
仁
文
明
の
乱
後
に
は
、
恒
常
儀
式
に
な

っ
て
き
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

戦
国
期
に
突
入
す
る
と
、
寺
院

へ
の
勅
許
が
乱
発
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
紫
衣
入
院
に
限
ら
ず
、
黄
衣
入
院
、
香
衣
入
院
、
勅

願
所

さ
ら
に
は
上
人
号
禅
師
号
な
ど
の
勅
許
も
同
様
で
あ

っ
た
。
た
と
え
ば

「
お
十
夜
」
で
知
ら
れ
る
鎌
倉

の
光
明
寺
は
、
浄
土
宗
の

ハ　

ね

「関
東
総
本
山
」
で
あ
る
が
、
明
応
四
年

(
一
四
九
五
)
に
後
土
御
門
院
の
祈
願
所
と
な
り
、
紫
衣
着
用
を
許
さ
れ
て

い
る
。
甲
斐
の
向
嶽

寺

(山
梨
県
塩
山
市
)
は
、
天
文

一
六
年

(
一
五
四
七
)
に
後
奈
良
院
よ
り
、
準
十
刹
の
出
世
道
場
と
し
て
論
旨
さ
れ
、
色
衣
の
着
用
を

　　

　

許
さ
れ
て
い
る
。

紫
衣
や
色
衣
の
勅
許
が
増
大
す
る
の
に
は
、
複
合
的
な
要
因
が
あ
る
が
、
大
き
な
要
因
と
し
て
、
中
世
の
荘
園
制
と
権
門
体
制
の
崩
壊

に
よ

っ
て
、
寺
家
も
含
め
た
権
門
勢
家

の
収
益
が
減
少
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

先
行
研
究
に
よ
る
と
、
院
宮
家
は
、
応
仁
文
明
の
乱
後
、
先
帝
の
葬
儀
す
ら
行
え
な
い
ほ
ど
に
窮
乏
す
る
。
し
か
も
公
家
な
ど
が
逃
散

下
向

し
た
た
め
、
行
事
も
途
絶
え
朝
儀
も
退
転
し
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
院
宮
家
と
公
家
は
、
寺
院
に
勅
許
を
与
え
る
こ
と
で
、
礼
物
を

得
る
よ
う
に
な
る
。
の
ち
に
は
勅
願
寺
や
紫
衣
入
院
が
永
代
常
式
と
な
さ
れ
、
院
宮
家
と
公
家
は
恒
常
的
に
礼
物
を
得
る
こ
と
で
、
新
た

　
り

へ

な
財
源
を
確
保
し
よ
う
と
試
み
た
と
さ
れ
る
。



寺

院
か
ら
の
礼
物
に
よ

っ
て
、
院
宮
家
が
ど
れ
ほ
ど
の
利
益
を
上
げ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
筆
者
は
む
し
ろ
勅
許
の
効
果
を
、
院
宮
家

に
と

っ
て
は
権
威
の
回
復
に
あ
り
、
寺
家
に
と

っ
て
は
収
益
に
よ
る
荒
廃
し
た
伽
藍

の
再
整
備
に
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
推
定
す
る
。

ま
た
論
旨
が
乱
発
さ
れ
る
こ
と
で
、
近
世
に
本
山
格
が
乱
立
し
、
現
代
見
ら
れ
る
宗
派

の
原
型
が
形
成
さ
れ
る
が
、
大
灯
派
か
ら
関
山
派

と
徹
翁
派

へ
の
分
立
も
こ
れ
ら
の

一
事
例
と
言
え
よ
う
。

三

関
山
派
に
よ
る
奏
上

さ

て
関
山
派
と
徹
翁
派

の
相
論
が
表
面
化
す
る

一
ヶ
月
ほ
ど
前

の
、
永
正
六
年

(
一
五
〇
九
)

一
五

二
七
)
の
日
記
に
は
、
関
山
派
と
院
宮
家

・
公
家
と
の
交
渉
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

二
月
の
甘
露
寺
元
長

(
一
四
五
六
～
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五

日
、

晴

、

妙

心

寺

有

所

望

事

、

披

露

之

、

　
け

　

十
四
日
、
小
雨
下
、
妙
心
寺
住
持
入
来
。

時
宜
無
相
違
。

(後
略
)

日
記
に
よ
る
と
二
月
五
日
に
は
、
関
山
派
の
妙
心
寺
で
の
紫
衣
入
院
に
つ
い
て
の
上
奏
を
、
元
長
が
後
柏
原
院
に
取
り
次
ぎ
、
内
容

・

作
法
と
も
に
相
違
異
論
が
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
し
て

一
四
日
に
は
、
妙
心
寺
住
持
が
甘
露
寺
邸
に
来

て
元
長
に
面
会
し
、
後
柏

原
院
が
了
承
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
伝
言
を
う
け
て
、
明
後
日
の

一
六
日
に
は
、
関
山
派
が
次

の
よ
う

な
連
署
状
を
出
し

て
い
る
。花

園
妙
心
寺
之
事
、
被
達
叡
聞
可
編
言
成
降
賜
之
旨
、
於
万
代
宗
門
大
慶
、
不
可
過
之
。
衆
望
如
斯
。
恐
憧
敬
白
。
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仲
春
十
⊥ハ
日

心不受
宗
絡

宗
松

乾
才

宗
眠ハ

ね

　

宗
恕

連
署
状

で
は
、
後
柏
原
院
が
紫
衣

の
降
賜
を
許
可
し
た
こ
と
を
感
謝
し
、

一
六
日
の
日
付
と
六
名

の
連
署
が
な
さ
れ
て
い
る
。
連
署
し
て

い
る
六
名
は
、
す
べ
て
関
山
派

の
前
住
大
徳
で
あ
る
。
た
だ
大
徳
寺

の
世
譜
か
ら
、
当
時

の
関
山
派

の
前
住
を
取
り
出

し
て
み
る
と
、
八

　ほ

　

名
が
見

い
だ
せ
る
。
す
る
と
二
名
の
前
住
が
署
名
を
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
派
内
で
軋
礫
が
あ

っ
た
可
能
性
が
出

て
く
る
。

そ
こ
で
調

べ
て
み
る
と
二
名

の
う
ち

一
名
は
、
悦
堂
宗
澤

(生
没
年
不
詳
)
で
あ
る
。
悦
堂
は
そ
も
そ
も
門
派
が
不
詳
な
人
物

で
は
あ

る
の
だ
が
、
関
山
派

で
あ

っ
た
と
し
て
も
管
見

の
限
り
で
は
、
永
正
四
年

(
一
五
〇
七
)
六
月
に
細
川
政
元
の
葬
儀

で
乗
炬
導
師
を
行

っ

た
、
と
い
う

の
を
最
後
に
記
録
が
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
悦
堂
は
、
永
正
六
年

(
一
五
〇
九
)
に
は
住
持
地
で
あ

っ
た
大
和
の
興
雲

　
け

へ

寺
に
隠
棲
し
在
京
し
て
い
な
か

っ
た
か
、
も
し
く
は
す
で
に
没
し
て
い
た
と
推
定
す
る
。

も
う

一
人
は
郵
林
宗
棟

で
、
郡
林
は
後
で
述
べ
る
の
で
こ
こ
で
は
説
明
を
省
略
す
る
が
、
こ
の
時
在
京
し
て
お
ら
ず
、
な
お
か
つ
居
成

扱
い
で
あ

っ
た
の
で
署
名
し
な
か

っ
た
。

つ
ま
り
連
署
状
に
は
在
京
前
住
衆
全
員
が
署
名
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
妙
心

寺
で

の
紫
衣
入
院
は
、
そ
の
時
の
関
山
派

(も
し
く
は
大
灯
派
)
の
総
意
で
あ

っ
た
。

連
署
状
は
元
長
か
ら
後
柏
原
院
に
上
奏
さ
れ
、
上
奏
を
う
け
た
後
柏
原
院
は
、
二
五
日
付
け
の
紫
衣
論
旨

の
案
文
を
作
成
す
る
。
案
文

ハビ

は
二
八
日
に
、
勾
当
内
侍
を
通
じ
女
房
奉
書
を
添
え
て
、
伝
奏
の
元
長
に
下
さ
れ
、
早
速
、
元
長
は
編
旨
を
制
作
す
る
。



三
条

西

実

隆

(
一
四

五

五

～

一
五

三

七

)

の
日
記

に

は
、

二
九

日

の
条

に
、

67『 暉學 研究』第94號2016年3月

廿
九
日
、

同
為
勅
使
、

辛
卯
、
晴
。
花
園
妙
心
寺
如
大
徳
寺
為
出
世
所
、

　
お

　

近
日
参
向
花
園
云
々

(後
略
)。

入
院

・
紫
衣
等
事
可
被
許
之
由
、
今
度
勅
許
。
件
事
伊
長
遣

一
通
、

と
、
元
長
の
息
子
伊
長

(
一
四
八
四
～

一
五
四
八
)
が
勅
使
と
な
り
、
妙
心
寺
を
大
徳
寺
と
同
じ
く
出
世
所
と
し
、
紫
衣
入
院
す
る
こ
と

を
勅
許
す
る
論
旨
を
持

っ
て
、
近
日
中
に
妙
心
寺
に
参
向
す
る
こ
と
が
決
ま

っ
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
実
隆
の
日
記
の
と
お
り
、
論
旨
は
二
九
日
か
三
〇
日
に
妙
心
寺
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
論
旨
を
得
た
関
山
派
は
、
早
速
こ
の
こ
と

を
諸
国
に
伝
達
し
た
。
当
時
、
前
住
衆
の

一
人
で
、
丹
波
八
木
の
龍
興
寺

(京
都
府
南
丹
市
八
木
)
に
住
持
し
て
い
た
郡
林
は
、
妙
心
寺

　
レ

　

へ
の
紫
衣
論
旨
の
知
ら
せ
を
受
け
、
三
月

一
日
に
喜
び
の
手
紙
を
返
信
し
て
い
る
。

手
紙

の
中
で
郡
林
は
、
養
源
院
と
大
心
院
の

「御
両
所
」
が
京
都
に
い
た
の
で
、
紫
衣
勅
許
が
成
就
で
き
た
と
祝
辞
を
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
に
い
う
養
源
院
と
は
、
日
峯
宗
舜

(
一
三
六
八
～

一
四
四
八
)
の
塔
所
で
、
雪
江
宗
深

(
一
四
〇
八
～

一
四
八
六
)
が
再
興
し
た
寺

院
で
あ
る
。
も
う

一
つ
の
大
心
院
は
、
大
灯
派
の
外
護
者
で
あ
る
細
川
氏
に
関
係
す
る
寺
院
で
あ
る
。
両
寺
院
は
こ
の
よ
う
な
由
来
か
ら

妙
心
寺
の
中
心
寺
院
と
目
さ
れ
、
役
寺
と
な

っ
て
い
た
。

　
む

　

そ
し
て
当
時
の
両
寺
院
の
院
主
は
、
大
心
院
が
松
岳
宗
繕
、
養
源
院
が
天
蔭
徳
樹
で
あ

っ
た
。
松
岳
と
天
蔭
は
、
大
徳
寺
に
は
紫
衣
入

　
む

ロ

院
し
て
い
な
い
が
、
尾
張
犬
山

(愛
知
県
犬
山
市
)
の
瑞
泉
寺
に
出
世
し
て
い
る
。
瑞
泉
寺
は
日
峯
に
よ

っ
て
開
創
さ
れ
た
寺
で
、
日
峯

の
跡
を
襲
う
た
義
天
玄
承

(
=
二
九
三
～

一
四
六
二
)
が
、
大
徳
寺

へ
の
紫
衣
入
院
を
勅
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
当
時
、
瑞
泉

寺
は
関
山
派
の
本
寺
と
意
識
さ
れ
て
お
り
、
瑞
泉
寺
に
出
世
す
る
こ
と
は
、
関
山
派
和
尚
に
な

っ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。

つ
ま
り
養
源
院
と
大
心
院
の
院
主
を
し
て
い
た
松
岳
と
天
蔭
は
、
妙
心
寺

の
都
寺

・
副
寺

の
よ
う
な
役
割
を
担

っ
て
お
り
、
関
山
派
の
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意
見
を
取
り
ま
と
め
、
公
家
や
朝
廷
と
の
折
衝
を
行
う
、

二
月
末
に
妙
心
寺
に
下
賜
さ
れ
る
。

事
務
方
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
御
柏
原
院
の
論
旨
が

四

徹
翁
派
の
訴
状

-
伝
奏
と
長
橋
局

へ
の
訴
え
ー

御
柏
原
院
の
論
旨
の
下
賜
に
よ
っ
て
、
関
山
派
は
妙
心
寺
で
紫
衣
入
院
が
行
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
だ
が
こ
こ
で
徹
翁
派
か
ら
異
議
申

し
立

て
が
あ
り
、
妙
心
寺
で
の
紫
衣
入
院
執
行
は
差
し
止
め
ら
れ
る
。
『実
隆
公
記
』
三
月

=
二
日
の
条
に
、

十
三
日
、
乙
巳
、
天
晴
。
(中
略
)
早
朝
、
阿
野
相
公
送
使
者
、
大
徳
寺
就
妙
心
寺
事
訴
状
御
執
奏
之
事
申
之
。

之
事
間
、
御
執
奏
如
何
、
内

々
相
談
云
々
、
愚
存
分
報
之
、
不
能
録
　
。
(後
略
)

但
已
被
成
編
旨

と
あ

り
、
実
隆

の
も
と
に
阿
野
よ
り
使
者
が
き
て
、
「
大
徳
寺

(徹
翁
派
)
が
妙
心
寺

(関
山
派
)
を
訴
え
る
と
申
し
て
い
る
が
、
す
で

に
編
旨
の
下
賜
が
決
定
し
て
い
る
の
に
、
執
奏
し
て
も
大
丈
夫
か
」
と
い
う
相
談
を
内

々
に
持
ち
か
け
ら
れ
て
い
る
。

実
隆
に
使
者
を
送

っ
た
阿
野
と
は
、
阿
野
季
綱

(
一
四
七

一
～

一
五

一
一
)
で
あ
る
。
季
綱
は
足
利
義
植

(義
材

・
義
サ

一
四
六
六

～

一
五
二
三
)
に
仕
え
て
い
た
公
家
で
、
前
年

(永
正
五
年

・
一
五
〇
八
)
に
将
軍
職
に
復
帰
し
た
義
植
と
と
も
に
、
京
都
に
戻

っ
た
ば

　
の

　

か
り

で
あ

っ
た
。
そ
し
て
阿
野
は
、
既
出
の
実
隆
と
と
も
に
公
武
間
に
お
け
る
事
前
交
渉
の
役
割
を
担

っ
て
い
た
。

も
と
よ
り
公
武
間

の
交
渉
は
、
武
家
伝
奏
が
担
当
す
る
も
の
だ
が
、
瀬
戸
薫
氏
に
よ
る
と
、
義
植
が
将
軍
職
に
復

帰
す
る
永
正
五
年

(
一
五
〇
八
)
か
ら
、
永
正
六
年

(
一
五
〇
九
)
に
か
け
て
は
、
武
家
伝
奏
で
あ

っ
た
勧
修
寺
尚
顕

(
一
四
七
八
～

一
五
五
九
)
が

一
時

　お

　

的
に
辞
職
す
る
な
ど
、
混
乱
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
勧
修
寺
は
寺
社
伝
奏
を
も
家
職
と
し
て
お
り
大
徳
寺
伝
奏

で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、



勧
修
寺
が
伝
奏
を
辞
職
し
て
い
た
こ
と
で
、
大
徳
寺
は
伝
奏
か
ら
朝
廷

へ
と
い
う
正
式
交
渉
ル
ー
ト
を
失

っ
て
い
た
。

そ

の
た
め
に
徹
翁
派
は
、
阿
野
季
綱
を
と
お
し
て
幕
府
と
朝
廷
と
の
両
方

へ
は
た
ら
き
か
け
た
の
だ
。

一
四
日
に
、

入
院
勅
許
を
不
当
と
し
て
、
訴
状
と
勅
書
編
旨
の
写
し
を
送

っ
て
い
る
。

妙
心
寺
へ
の
紫
衣
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紫
野
大
徳
寺
衆
僧
等
、
謹
言
上
。
西
京
妙
心
寺
、
申
請
編
旨
勅
使
、
相
並
本
寺
、
着
紫
衣
、
可
入
院
之
由
、
望
申
事
。
右
当
寺
者

無
比
類
、
子
細
条
々
依
有
之
。
1
、
開
山
為
侍
者
書
旧
、
依
為
元
弘
建
武
両
朝
之
国
師
、
相
並
南
禅
寺
、

一
級
着
紫
衣
候
。
為
末
寺
、

及
二
百
年
之
後
、
相
並
本
寺
、
可
着
紫
衣
之
由
、
企
新
儀
候
。
2
、
彼
派
者
依
有
子
細
、
開
山
遷
化
之
後
、
百
年
余
、
不
許
本
寺
之

出
頭
之
処
、
3
、
細
川
龍
安
寺
、
依
被
帰
依
日
峰
、
以
種
々
調
法
、
日
峰
八
十
歳
之
時
、
初
而
本
寺
出
頭
之
段
、
申
沙
汰
候
。
可
相

並
本
寺
之
子
細
有
之
者
、
百
年
之
間
仁
可
申
沙
汰
。
与
御
代
之
勅
書
編
旨
等
案
写
進
候
。
此
趣
、
被
達
叡
聞
、
如
先
規
、
可
預
御
裁

断
、
恭
可
畏
入
者
也
。
傍
謹
言
上
、
如
件
。

永
正
六
年
三
月
十
四
日

大
徳
寺
衆
僧
敬
白

　
お

　

伝
奏

執
事
閣
下

(句
読
点
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
加
筆
)

訴
状
を
適
宜
現
代
語
訳
す
る
と
、
ま
ず
妙
心
寺
が

「本
寺
と
相
並
び
」
紫
衣
入
院
を
望
ん
で
い
る
が
、
妙
心
寺
は
大
徳
寺

の
末

で
あ
り
、

妙
心
寺
が
大
徳
寺
と
相
並
ん
で
紫
衣
入
院
す
る
の
は
、
次
の
三
点
で
問
題
が
あ
る
と
い
う
。

1
、
大
徳
寺
開
山
の
宗
峰
は
、
長

い
間
侍
者
の
位
に
あ
り
、
後
醍
醐
院
と
光
明
院
の
両
天
皇

の
国
師
と
な

っ
た
た
め
、
大
徳
寺
は
南
禅

寺
と
寺
格
が
並
ぶ
こ
と
に
な
り
、
階
級
を
経
ず
に
紫
衣
を
着
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
2
、
関
山
派
は
事
情
が
あ

っ
て
、
宗
峰
が
亡
く

な

っ
た
あ
と
百
年
ほ
ど
、
大
徳
寺

へ
の
出
頭
を
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
3
、
し
か
し
大
徳
寺
檀
越
の
細
川
勝
元
が
、
関
山
派
の
日
峰
に
帰
依

し
た
た
め
、
初
め
て
本
寺
で
あ
る
大
徳
寺
に
出
頭
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
れ
ら
の
証
拠
と
し
て
勅
書
編
旨
な
ど
の
写
し
を
送
る
の
で
、
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徹
翁
派
の
主
張
を
聞
き
入
れ
て
い
た
だ
き
た
い
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
徹
翁
派
は
、
関
山
派
に
は

「由
緒
」
が
な
く

「新
儀
非
法
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
大
徳
寺
住
持
が
紫
衣
を
着
用

で
き

る
の
は
、
開
山
の
宗
峰
が
侍
者
の
古
参
で
あ
り
国
師
と
な
っ
た
か
ら
で
、
そ
の
た
め
大
徳
寺
住
持
は
昇
位
を
経
ず

に
紫
衣
を
着
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
関
山
派
は
大
徳
寺
外
護
者
の
細
川
氏
が
、
関
山
派
の
日
峯
に
帰
依
し
た
た
め
、
初
め
て
本
寺
に
出
頭
で
き
た
と
主
張

す
る
。

徹
翁
派
の
論
点
の
中
心
は
、
義
天
の
紫
衣
入
院
を
否
定
す
る
点
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
大
灯
派
が
紫
衣
入
院
で
き
る
根
拠
を
、
開
山
の

宗
峰

に
ま
で
遡
及
さ
せ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
義
天
の
師
で
あ
り
、
関
山
派
で
は
じ
め
て
大
徳
寺
住
持
と
な

っ
た
日
峰
に

つ
い
て
、
そ
も
そ

も
権
力
に
物
を
言
わ
せ
て
非
正
式
の
方
法
で
本
寺
に
出
頭
し
た
と
し
て
、
そ
の
正
統
性
を
否
定
し
た
。

こ
の
よ
う
な
書
状
を
徹
翁
派
は
伝
奏
に
届
け
る
と
と
も
に
、
勾
当
内
侍
長
橋
局
に
も

「御
所
さ
ま
」
を
通
し
て
消
息
を
届
け
て
い
る
。

内
容

は
伝
奏

へ
の
訴
状
と
お
お
よ
そ
同
じ
だ
が
、
後
半
部
分
に
三
点
の
新
し

い
情
報
が
加
わ

っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
部
分
の
み
資
料
を
挙

げ
て
、
概
略
を
現
代
語
訳
し
よ
う
。

(前
略
)
こ
の
よ
し
ー
、
大
衆
み
な
み
な
申
事
に
て
候
。
又
、
2
、
妙
心
寺
よ
り
前
住
衆

の
れ
ん
し
ょ
に
て
申

候
よ
し
、
う
け
た

ま
り
候
、
こ
の
寺
に
は

一
か
う
そ
ん
ち
候

ハ
ぬ
事
に
て
候
。
3
、
又
、
妙
心
寺
を
皇
居
の
御
あ
と
に
て
候
よ
し
申
。
か
や
う
の
事
申

さ
は
候
よ
し
候
。
れ
う
し
や
う
寺
と
申
候
て
、
に
し
の
京
に
候
。
こ
れ
は
こ
の
寺
よ
り
も
本
寺
に
て
候
、
そ
れ
も
皇
居
を
寺
に
御
な

し
候
事
に
て
候
。
さ
や
う
の
た
く
ひ
、

い
つ
く
に
も
候

へ
と
も
、
む
ら
さ
き
衣
を
の
ぞ
み
申
事
な
と
は
、
前
来
未
聞
の
事
に
て
候
。

か
や
う
の
す
ち
め
を
も
、
よ
く
よ
く
御
ひ
ろ
う
あ
る
へ
く
候
。
た
の
み
ま
い
ら
せ
候
。
か
し
く
。
(句
読
点
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
加

　
お

　

筆
)



1
、
我
々
の
主
張
は
大
衆
の
総
意
で
あ
る
。
2
、
妙
心
寺
か
ら
前
住
衆
が
連
署
で
申
請
し
て
い
る
が
、
「大
徳
寺
」
は
全
く
関
知
し
て

い
な

い
。
3
、
妙
心
寺
は
元
御
所
な
の
で
、
そ
れ
が
紫
衣
を
勅
許
す
る
理
由
に
な
る
よ
う
だ
が
、
龍
翔
寺
な
ど
も
元
御
所
だ
が
紫
衣
を
望

　　

り

ん
だ
り
は
し
て
い
な
い
と
。
こ
の
よ
う
に
徹
翁
派
は
、
大
灯
派
の
大
衆
そ
し
て
前
住
衆
ら
が
、
妙
心
寺
が
紫
衣
地
に
な
る
の
を
拒
否
し
て

い
る
と
申
し
立
て
る
。

つ
ま
り
徹
翁
派
の
申
し
立
て
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
大
灯
派
が
紫
衣
を
着
用
で
き
る
の
は
開
山
宗
峰

が
着
用
し
た
か
ら
。

関
山
派
は
も
と
も
と
大
徳
寺
に
は
出
頭
で
き
な
い
派
で
あ

っ
た
。
妙
心
寺
が
紫
衣
編
旨
を
要
望
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
大
衆
も
前
住
衆
も

知
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
妙
心
寺
は
大
徳
寺
の
末
寺
で
あ
り
、
序
列
を
崩
し
て
は
な
ら
な

い
。
元
御
所
寺
院
の
住
持
で
あ

っ
て
も
紫
衣
を

着
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
五
つ
の
申
し
立
て
に
よ

っ
て
、
徹
翁
派
は
編
旨

の
取
り
下
げ
を
求
め
た
。

五

関
山
派
の
陳
状

『輝學研 究 』第94號,2016年3月71

相
論
は
以
後
数
回
問
答
が
繰
り
返
さ
れ
、
訴
状
と
陳
状
が
数
枚
残
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
全
て
を
読
む
の
は
紙
数
的
に
無
理
が
あ
る

の
で
、

一
枚
だ
け
関
山
派
の
陳
状
を
取
り
上
げ
て
、
関
山
派
の
主
張
を
見
て
み
よ
う
。

1
、
妙
心
寺
の
事
、
大
徳
寺
よ
り
申
候
お
も
む
き
、
先
、
本
寺
に
末
寺
は
か
た
を
な
ら
ふ
ま
し
き
や
と
申
候
。

れ
う
し
や
う
寺
は

大
と
う
国
師
の
師
匠
の
寺
に
て
候
そ
か
し
。
さ
れ
は
此
寺
よ
り
も
本
寺
と
申
候
。
こ
れ
は
し
ょ
さ
ん
の
位
に
て
候

な
る
に
、
大
徳
寺

は
紫
衣
を
た
ま
は
り
、
南
禅
寺
に
な
ら
ひ
候
と
も
、
本
寺
を
さ
し
こ
し
候
。

2
、
こ
れ
程
の
朝
奨
に
て
候
を
、
し
ゅ
ん
さ
く
と
申
し
人
、
紫
衣
を
辞
退
し
て
十
さ

つ
の
位
に
な
り
く
た
り
候

し
を
、
近
々
義
天

と
申
し
人
、
紫
衣
を
さ
い
こ
う
し
て
よ
り
、
い
ま
に
着
し
候
。
こ
の
時

の
り
ん
し
御
覧
せ
ら
れ
ま

い
ら
せ
候
。
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3
、
花
園
院
の
自
筆

の
御
影
に
、
後
花
園
院

の
御
さ
ん
に
も
、
き
ょ
く
ほ
う
院

の
禅
宮
に
座
す
と
あ
そ
は
し
候
。
玉
鳳
院
と
は
、

妙
心
寺
の
た
つ
ち
う
に
て
候
。
そ
れ
に
は
た
ら
せ
お
は
し
ま
し
候
所
を
、
皇
居
に
て
も
候
ま
し
き
と
申
候
も
、
か
た
か
た
心

へ
あ
り

に
く
き
事
に
て
候
。
こ
れ
ま
て
申
さ
れ
事
も
候
は
ぬ
と
も
。
ゆ
い
し
よ
な
き
、
み
た
り
か
は
し
き
御
さ
た
な
と
の
や
う
に
思
し
め
し

　
お

　

て
や
。
と
き
申
さ
れ
候
と
て
く
は
し
き
む
ね
を
申
し
ま
い
ら
せ
候
。

(句
読
点
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
、
段
落
を
加
筆
)

関
山
派
の
申
し
立
て
を

一
部
現
代
語
訳
す
る
と
、
1
、
末
寺
が
本
寺
を
超
え
る
の
は
、
徹
翁
派
が
訴
状
で
例
に
挙
げ

て
い
る
龍
翔
寺
と

大
徳
寺
の
関
係
で
も
同
じ
こ
と
に
な
る
。
2
、
そ
の
昔
大
徳
寺
が
紫
衣
を
賜

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
春
作
禅
興

(生
没
年
不
詳
、
大
模

嗣
)

が
紫
衣
を
辞
退
し
、
大
徳
寺
は
十
刹
位
に
落
ち
た
。
そ
れ
を
義
天
が
再
興
し
て
、
ま
た
着
用
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
事
実
、
義
天

へ
の
論
旨
も
あ
る
。
3
、
花
園
法
皇
の
自
筆
画
に
よ
れ
ば
、
法
皇
は
妙
心
寺
塔
頭
の
玉
鳳
院
に
い
た
と
あ
る
。
そ
れ
を
徹
翁
派
が
元
御
所

(皇
居
)
で
は
な
い
と
言
う
の
は
理
解
し
が
た
い
と
反
論
し
て
い
る
。

六

徹
翁
派
関
山
派
の
再
三
相
論

以
後
、
相
論
の
争
点
は
、
寺
と
紫
衣
と
に
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
、
大
灯
派
で
紫
衣
を
再
興
し
た
の
は
誰
か
、
関
山
派
は
出
頭

を
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
三
点
に
絞
ら
れ
て
い
き
、
関
山
派
と
徹
翁
派
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
主
張
を
展
開
す
る
。

徹

翁
派
は
別
の
連
署
状
で
、
陽
峰
宗
詔

(
一
四
三
〇
～

一
五

一
二
)
と
東
渓
宗
牧

(
一
四
五
五
～

一
五

一
七
)
の
二
名
の
前
住
と
、
五

名

の
大
衆
が
連
署
し
て
訴
え
て
い
る
。
そ
れ
を
読
む
と
、
紫
衣
は
天
皇
の
信
仰
に
よ
り

「
天
子
の
御
ま
ま
た
る
」
べ
き
も
の
で
、
妙
心
寺

の
よ
う
に
理
由
も
な
く
求
め
る
も
の
で
は
な
い
と
説
明
し
、
紫
衣
入
院
の
根
拠
を
天
皇

の

「御
意
論
」

へ
と
転
換
し
て
い
る
。

そ
し
て
大
徳
寺

の
寺
格
と
紫
衣
再
興
の
関
係
に
つ
い
て
、
季
岳
妙
周

(生
没
年
不
詳
、
大
徳
寺
二
〇
世
)
が
住
持
の
時
に
、
大
応
派
下
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遠
山
派

の
壇
越
で
あ

っ
た
守
護
大
名

の
山
名
時
煕

(
=
二
六
七
～

一
四
三
五
)
が
、
「
法
あ
ら
そ
ひ
の
心
」
に
よ

っ
て
大
徳
寺
を
十
刹
に

下
げ
た
。
そ
れ
を
養
斐
宗
顧

(
=
二
七
六
～

一
四
五
八
)
が
編
旨
を
受
け
て
紫
衣
入
院
し
た
、
と
い
う
新
説
を
提
示
す

る
。

ま
た

「妙
心
寺
の
開
山
関
山
と
申
し
候
は
、
子
細
あ
る
に
よ
っ
て
、
彼
の
門
徒
、
本
寺
の
出
頭
を
や
め
さ
せ
ら
れ
」
た
が
、
日
峯
の
時

あ

　

に
は
じ
め
て
大
徳
寺

に
出
頭
さ
せ
て
も
ら
え
た
と
、
従
来
の
説
も
再
説
す
る
。

対

し
て
関
山
派
は
、
妙
心
寺
に
は
根
拠
と
な
る
花
園
院
の
真
筆
が
あ
り
、
「
い
に
し
え
の
御
そ
い
を
た

っ
せ
ら
れ
」
、
紫
衣
を
勅
許
す
る

よ
う

に
と
願

い
出
る
。
そ
し
て
徹
翁
派
が
い
う
養
聖
は
、
住
持
職

の
論
旨
を
受
け
た
だ
け
で
、
紫
衣
論
旨
は
受
け
て
い
な
い
、

一
方
、
義

天
は
紫
衣
と
住
持
の
論
旨
を
受
け
て
い
る
と
説
明
す
る
。
く
わ
え
て
関
山
派
で
大
徳
寺
住
持
と
な

っ
た
も
の
に
、
日
峰
よ
り
先
に
無
因
宗

因
が

い
た
と
い
う
新
説
を
も
提
示
す
る
。

つ
ま
り
関
山
派
は
、
義
天
そ
の
人
が
紫
衣
入
院
を
勅
旨
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
法
孫
も
紫
衣

ハむ

着
用
が
可
能
で
あ
る
と
弁
論
す
る
わ
け
だ
。

一
点
相
論
で
不
明
な
議
論
が
、
妙
心
寺
が
元
御
所
で
あ
る
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
資
料
か
ら
は
い
ま
ひ
と

つ
議
論
の
意
図
が
明

確
に
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
仮
説
を
た
て
て
お
く
と
、
関
山
派
は
、
妙
心
寺
は
花
園
院
が
開
基
の
勅
願
寺
な
の
で
、
そ
の
住
持
は
紫
衣
を
着

用
で
き
る
と
主
張
し
た
と
推
論
し
て
お
く
。

相
論
に
お
い
て
両
派
は
虚
実
な
い
ま
ぜ
に
し
て
、
色

々
な
伝
説
を
創
作
し
説
明
し
た
。
こ
れ
ら
の
伝
説
は
近
世
以
降
も
継
承
さ
れ
、
大

灯
派

の

「歴
史
の
不
安
定
性
」
を
生
み
出
す
こ
と
に
な

っ
た
。

七

院
宮
家

・
公
家

・
武
家

の
対
応

次
に
相
論
に
対
す
る
院
宮
家

・
公
家

・
武
家
た
ち
の
対
応
を
見

て
み
よ
う
。

『実
隆
公
記
』

の
三
月
二

一
日
の
条
に
は
、

73
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廿

一
日
、
癸
丑
、
晴
。
(中
略
)
午
後
、
仏
心
庵
携

一
荷
来
臨
。

有
被
示
之
旨
。
自
阿
野
使
者
、
同
大
徳
寺
事
問
答
、
(後
略
)

賀
茂
敬
田
寺
同
道
、
上
膜
局
来
会
、
勧

一
蓋
。
大
徳
寺
申
状
、

と
あ
り
、
徹
翁
派
は

一
貫
し
て
阿
野
を
通
し
て
公
家

・
武
家
に
働
き
か
け
て
い
る
。
ま
た

「上
膓
局
」
と
あ
る
よ
う
に
、
徹
翁
派
の
訴
状

は
長
橋
局

へ
も
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
『実
隆
公
記
』
に
は
さ
ら
に
こ
の
後
の
条
で

「新
大
典
侍
」
も
登
場
し
て
い
る
。

「新
大
典
侍
」
は
勧

修
寺
藤
子

(
一
四
六
四
～

一
五
三
五
)
で
、
そ
の
姓

の
と
お
り
藤
子
は
大
徳
寺
伝
奏

の
勧
修
寺
出
身
で
、
な
お
か
つ
後
奈
良
院
の
母
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
女
房
最
高
位
の
人
物
ま
で
が
、
こ
の
相
論
に
加
わ

っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
先
項
で
論
じ
た
徹
翁
派
の
訴
状
も
、
宛
所
が

「宝
光
庵
」
と
な

っ
て
い
る
。
宝
光
庵
は
先
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
通
玄
寺

　　

曇
華

院
の
寮
舎

で
、
曇
華
院
領

の
荘
主
職
な
ど
を
管
轄
し
て
い
た
。
通
玄
寺
曇
華
院
は
比
丘
尼
御
所

で
、
過
去
に
足
利
将
軍
家

の
娘
で
あ

　　

る
竺
英
聖
瑞
が
住
持
を
し
て
お
り
、
そ
の
時
か
ら
大
灯
派
と
親
交
が
あ

っ
た
。
相
論
は
曇
華
院
や
上
膓
局
さ
ら
に
は
新

大
典
侍
と
い
う
女

性
権

門
も
巻
き
込
ん
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

徹

翁
派
が
阿
野
を
通
し
て
働
き
か
け
た
の
に
対
し
て
、
関
山
派
は
当
時
妙
心
寺
住
持

で
あ

っ
た
柏
庭
宗
松
の
署
名
で
、
種
村
刑
部
少
輔

を
宛
所
に
書
状
を
送

っ
て
い
る
。

当
寺
之
儀
、
花
園
院
様
御
震
翰
連

々
、
公
方
様
江
懸
御
目
、
可
奉
仰
上
意
候
処
、
依
無
力
干
今
延
引
、
背
本
意
存
候
、
近
日
紫
衣

論
旨
之
成
下
候
、
上
意
之
儀
可
然
様
、
披
露
所
仰
候
、
震
翰
井
支
証
以
下
令
持
参
、
可
達
上
聞
候
、
遅
々
之
儀

、
可
預
御
心
得
候
。

恐
憧
謹
言
。

永
正
六
年
己
巳
三
月
廿
三
日

宗
松

　
　

　

種
村
刑
部
少
輔
殿



種
村
刑
部
少
輔
と
は
種
村
視
久

(?
～

一
五
二

一
)
で
、
彼
も
阿
野
季
綱
と
と
も
に
義
植
の
側
近
で
あ
り
、
「申
次

」
を

つ
と
め
て
い

る
人
物
で
あ
る
。
関
山
派
は
こ
の
書
状
で
、
花
園
天
皇
震
翰
な
ど
の
証
文
を
、
種
村
に
持
参
し

「公
方
様
江
懸
御
目
、
可
奉
仰
上
意
候
処
」

と
将
軍
の
意
見
を
う
か
が

っ
て
い
る
。
幕
府
か
ら
諮
問
さ
れ
た
の
か
、
関
山
派
が
要
請
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な

い
が
、
と
も
か
く
関
山
派

は
種
村
を
通
し
て
武
家
に
働
き
か
け
た
。

『実
隆
公
記
』
に
は
、
引
き
続
き
相
論
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
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旗 甚工些
貝 旦 貝

乙
卯
、
雨
降
及
晩
晴
、
(中
略
)
仏
心
庵
、
賀
茂
敬
田
寺
等
来
臨
。
入
夜
之
間
也
、
数
刻
大
徳
寺
事
被
談
之
。
勧

一
蓋

丁
巳
、
晴
。
(中
略
)
抑
妙
心
寺
、
今
日
申
御
礼
云
々
、
就
此
事
、
聯
有
問
答
、
申
入
之
事
、
不
能
記
之
。

戊
午
、
雨
降
、
(中
略
)
甘
露
寺
来
臨
。
大
徳
寺
之
儀
、
珈
予
有
問
答
事
。
(中
略
)
阿
野
送
書
状
、
大
徳
寺
申
状
被
付

三
月

二
六
日
の
条
に
は
、
阿
野
が
書
状
に
大
徳
寺
の
申
状
を
付
し
て
き
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
徹
翁
派
が
二
六
日
に
連
署
状
を
阿
野

へ
届
け

た
か
ら
で
、
そ
の
連
署
状
を
閲
覧
す
る
た
め
で
あ
る
。

二
六
日
付
の
徹
翁
派
連
署
状
は
、
そ
れ
ま
で
の
主
張
を
大
き
く
変
更
す
る
内
容
で
あ

っ
た
。
そ
の
連
署
状
に
よ
る
と
、
従
来
、
大
徳
寺

は
徹
翁
派
と
関
山
派
と
が
、
と
も
に
相
談
し
て
前
住
の
連
署
を
も

っ
て
事
案
を
決
定
し
て
い
た
。
だ
が
し
か
し
、
今
回

の
こ
と
は
徹
翁
派

の
前
住
は
知
ら
さ
れ
て
お
ら
ず
残
念
だ
。
た
だ
す
で
に
紫
衣
勅
許
の
論
旨
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
せ
め
て
大
徳
寺

の
寺
格
を

ハ
む

　

妙
心
寺
よ
り
上
に
し
て
ほ
し

い
と
求
め
、
大
徳
寺
と
妙
心
寺
の
寺
格

の
上
下
だ
け
を
要
望
し
て
い
る
。
こ
れ
は
主
張

の
大
き
な
転
換
で
、

徹
翁
派
は
妙
心
寺
で
の
紫
衣
入
院
を
認
め
る
か
わ
り
に
、
大
徳
寺
と
妙
心
寺
の
寺
格
の
差
を
求
め
た
の
で
あ

っ
た
。
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引
き
続
き

『実
隆
公
記
』
を
見
て
み
る
と
、
三
月
二
八
日
に
動
き
が
あ
る
。
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廿
八
日
、
庚
申
、
晴
。

(中
略
)
玄
清
又
及
晩
来
。
妙
心
寺
事
、
宗
棟
東
堂
被
申
旨
談
之
。
愚
意
趣
示
之
。

事
、
龍
安
寺
有
被
示
之
旨
、
愚
意
分
申
了
。
(中
略
)
阿
野
有
使
者
、
大
徳
寺
申
状
返
遣
之
。

廿
九
日
、
辛
酉
、
晴
。
(中
略
)
大
徳
寺
事
、
新
大
典
侍
有
被
談
之
旨
、

一
切
不
及
加
詞
之
由
、
報
了
。

(申
略
)
又
美
濃
国
衙

二
八
日
に
は
、
ま
ず
連
歌
師
宗
祇
の
弟
子

「玄
清
」
が
来
て
、
郡
林
の
伝
言
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
徹
翁
派
連
署

状
が
阿
野
か
ら
大
徳

寺

へ
返
送
さ
れ
て
い
る
。
郵
林
が
伝
言
し
た

の
は
、
妙
心
寺
が
末
寺
に
奉
加
帳
を
回
す
こ
と
を
決
定
し
た

の
を
伝
言
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
お

　

三
月

二
九
日
付
け
の

「妙
心
再
興
化
末
派
移
文
」
と

「正
法
山
妙
心
禅
寺
再
興
奉
加
銭
之
事
」
の
模
写
が
存
し
て
い
る
。

こ
の
奉
加
帳
は

「妙
心
再
興
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
関
山
派
が
妙
心
寺
で
紫
衣
入
院
を
要
望
し
た
目
的
が
了
解
さ
れ
る
。
つ
ま

り
関
山
派
は
、
妙
心
寺
の
伽
藍
整
備
の
た
め
に
、
妙
心
寺
で
の
紫
衣
入
院
を
目
論
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
紫
衣
入
院
に
よ
る
官
銭
の
収
入
を

建
設
費
に
充
て
よ
う
と
し
た
の
だ
。

さ
て
相
論
は
関
山
派
に
有
利
に
進
ん
で
い
た
。
し
か
も
関
山
派
は
す
で
に
二
五
日
に
は
お
礼
に
上
が
り
、
ま
た
奉
加
帳
を
回
す
な
ど
、

妙
心
寺
で
の
紫
衣
入
院
を
実
行
に
移
し
つ
つ
あ

っ
た
。

八

相
論
決
着

『
実
隆
公
記
』
を
読
む
と
、
四
月
に
入

っ
て
も
相
論
が
続
い
て
い
る
。
た
だ
徹
翁
派
は
既
に
主
張
を
転
換
し
て
、
妙
心
寺

で
の
紫
衣
入

院
を
容
認
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
に
は
、
大
徳
寺
住
持
と
妙
心
寺
住
持
の
序
列
や
法
式
な
ど
が
議
論
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。



二
日
、
癸
亥
、
晴
。
夕
陽
如
薄
蝕
。
相
公
退
出
之
次
、
有
被
仰
下
之
子
細
等
、
條
々
以
書
状
内
々
申
入
之
。
(中
略
)

一
、
妙
心
寺
事
、
卒
爾
御
沙
汰
御
後
悔
也
。
大
徳
寺
申
状
又
無
予
義
。
此
事
於
今
可
為
如
何
哉
。

此
事
、
不
諌
遂
事
、
於
今
難
申
述
是
非
。
大
徳
寺
申
状
、
其
理
可
然
之
事
也
、
但
已
被
成
編
旨
之
上
者
、
宜
被
廻
叡
慮
、
私

之
商
量
不
及
之
子
細
也
　
。
(後
略
)

三
日
、
甲
子
、
晴
。
(中
略
)
及
晩
新
大
典
侍
来
臨
、
(中
略
)
又
大
徳
寺
申
状
事
、
有
仰
旨
。
愚
意
分
粗
演
説
申
之
、
最
初
妙
心

寺
申
状
、
不
事
調
之
儀
也
、
為
之
如
何
。
(後
略
)
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十

三
日

、

甲

戌

、

十

五

日

、

丙

子

、

十

六

日

、

丁

丑

、

廿

一
日

、

壬

午

、

廿

八

日

、

己

丑

、

云

々
。

霧 晴 舞 晴 晴
oOOOO

(中
略
)
玄
清
来
、
妙
心
寺
事
有
申
旨
。
(後
略
)

(中
略
)
新
大
典
侍
来
臨
、
大
徳
寺
申
状
事
、
粗
被
談
之
、
(後
略
)

(中
略
)
自
龍
興
寺
宗
棟
東
堂
有
両
使
、
依
洗
髪
不
謁
、

(後
略
)

(中
略
)
及
晩
甘
黄
来
、
妙
心
寺
事
有
演
説
事
。

(後
略
)

(中
略
)
妙
心
寺
事
、
大
徳
寺
先
可
致
堪
忍
、
追
而
可
歎
申
云
々
、
傍
妙
心
寺
入
院
敷
裁
、
今
日
被
成
之

つ
い
に
四
月
二
八
日
に
、
後
柏
原
院
は
裁
決
を
下
し
た
。
す
な
わ
ち
既
に
妙
心
寺
に
編
旨
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
関
山
派
の
主
張

を
認
め
、
徹
翁
派
は
訴
え
を
取
り
下
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
決
定
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
関
山
派
は
妙
心
寺
で
紫
衣
入
院
す
る
こ
と
に
な
り
、
徹
翁
派
の
み
が
大
徳
寺

で
紫
衣
入
院
す
る
よ
う
に
な
る
。
以
後
、

妙
心
寺
は
利
貞
尼

(
一
四
五
五
～

一
五
三
六
)
に
よ
る
土
地
の
寄
進
な
ど
で
伽
藍

の
建
立
も
進
め
、
順
次
全
国

へ
と
勢
力
を
拡
大
し
て
い

き
、
臨
済
宗
最
大
の
宗
派
へ
と
成
長
し
て
い
く
。

77
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ま
と
め
と
提
言

以
上
、
関
山
派
と
徹
翁
派

の
相
論
を
見
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
結
論
は
、
関
山
派
が
妙
心
寺
で
の
紫
衣
入
院
を
意
図
し
た
の
は
、

妙
心
寺
を
整
備
す
る
た
め
の
資
金
調
達
が
目
的
で
あ

っ
た
。
そ
も
そ
も
当
時
、
大
徳
寺
の
経
営
と
運
営
は
、
大
灯
派

つ
ま
り
関
山
派
と
徹

　　

翁
派

の
連
署
に
よ

っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
両
派
は
大
徳
寺

へ
の
紫
衣
入
院
の
官
銭
、
す
な
わ
ち

「前
住
大
徳
」
の
登
録
使
用
料
に
よ

っ
て

大
徳
寺
を
復
興
し
て
い
た
。
関
山
派
は
こ
の
方
法
を
妙
心
寺
に
も
適
用
し
よ
う
と
し
た
の
だ
。

だ
が
妙
心
寺
が
紫
衣
地
に
な
る
と
、
大
徳
寺
か
ら
前
住
衆

(関
山
派
六

"
徹
翁
派
二
)
や
役
職
者
の
半
数
以
上
が
離
脱
す
る
こ
と
に
な

り
、
運
営
に
支
障
を
き
た
す
か
も
し
れ
な

い
。
そ
し
て
な
に
よ
り
大
徳
寺
の
紫
衣
地
が
取
り
消
さ
れ
る
と
、
官
銭
の
減
収
が
見
込
ま
れ
経

営
の
痛
手
に
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
。
徹
翁
派
は
こ
の
よ
う
な
事
態
に
危
機
感
を
抱
き
、
妙
心
寺
で
の
紫
衣
入
院
に
反
対
し
た
。

も
し
、
徹
翁
派
が
関
山
派
を
嫌

っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
徹
翁
派
は
関
山
派
が
大
徳
寺
の
運
営
か
ら
手
を
引
く

の
を
喜
ん
で
受
け
入

れ
た

は
ず
で
あ
る
。
だ
が
徹
翁
派
は
引
き
止
め
て
い
る
。
こ
れ
は
両
派
が
そ
れ
ま
で
協
働
し
て
大
徳
寺
を
運
営
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

と
き
に
両
派
は
相
論
の
過
程
で
、
新
た
な
伝
説
を
説
き
始
め
る
。
そ
れ
は
自
派
存
立
の

「由
緒
」
を
説
明
す
る
必
要
か
ら
生
み
出
さ
れ

た
。
た
と
え
ば
、
本
来
、
大
灯
派
の
紫
衣
入
院
は
、
享
徳
二
年

(
一
四
五
三
)
に
大
徳
寺
が
炎
上
し
、
そ
の
復
興
の
た
め
に
義
天
が
奉
勅

入
寺
し
た
の
を
根
拠
と
し
て
い
た
。
そ
れ
が
相
論
の
過
程
で
、
宗
峰
が
紫
衣
を
着
用
し
て
い
た
と
主
張
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
こ
れ
は
本

論
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
関
山
派
の
由
緒
を
否
定
し
て
、
大
徳
寺
か
ら
離
脱
す
る
の
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
徹
翁
派
が
大
徳
寺
に
紫
衣
入
院

で
き

る
た
め
の
由
緒
を
、
生
産
す
る
意
味
が
あ

っ
た
。
由
緒
の
正
統
性
を
主
張
し
、
積
極
的
に
証
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
と
同
じ

よ
う
に
財
産
や
立
場
を
保
護
し
継
承
す
る
こ
と
に
直
結
し
て
お
り
、
身
分
の
高
下
に
か
か
わ
ら
ず

一
般
的
な
行
為
で
あ

っ
た
。
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い

っ
た
い
応
仁
文
明
の
乱
以
後

の
紫
衣
入
院
に
は
、
い
か
な
る
意
味
が
あ

っ
た
の
か
。
こ
れ
に
は
僧
侶
個
人
や
院
宮
家
も
関
係
し
よ
う

が
、
畢
寛
す
れ
ば
、
紫
衣
入
院
と
は
寺
院
の
経
営
と
運
営
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。

経
営
上

の
問
題
と
し
て
は
、
室
町
末
期
と
い
う
時
代
は
、
荘
園
制
が
崩
壊
し
て
年
貢
が
未
進
さ
れ
る
状
況
が
多
々
あ
り
、
利
益
の
減
収

が
慢
性
的
で
あ

っ
た
。
そ
の
中
で
寺
院
復
興
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
資
金
不
足
の
打
開
策
と
し
て
紫
衣
入
院
が
打
ち
出

さ
れ
た
。
そ
し
て

や
が
て
は
維
持
費
や
修
繕
費
捻
出

の
た
め
に
も
、
紫
衣
入
院
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
。
文
明
応
仁
の
乱
後
の
大
徳
寺
に
お
い
て

は
、
関
山
派
と
徹
翁
派
が
官
銭
を
出
し
、
そ
の
お
礼
と
し
て

「紫
衣
」
と

「前
住
大
徳
」
が
贈
ら
れ
て
い
た
。

運
営
上
の
問
題
と
し
て
は
、
儀
式
執
行
の
導
師
と
、
「前
住
衆
」

い
わ
ゆ
る
理
事

の
人
員
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
注
意
し

て
お
く
べ
き
は
、
導
師
や
前
住
に
な
る
た
め
に
は
、
も
と
は

「
入
院
開
堂
」
を
行
う
だ
け
で
よ
く
、
必
ず
し
も

「紫
衣
勅
許
」
を
と
も
な

う
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
だ
が
応
仁
文
明
の
乱
以
後

の
大
徳
寺
復
興
を
転
機
と
し
て
、
漸
次
、
紫
衣
勅
許
の
入
院
開
堂
が
常
式
化
し

「紫

衣
入
院
」
と
な

っ
て
い
く
。
先

の
桜
井
景
雄

の
論
文
に
拠
る
と
、
五
山
派
に
お
い
て
も
、
こ
の
頃
に

「紫
衣
入
院
」
が
定
式
化
し
て
い
く

　
　

　

よ
う

で
あ
り
、
こ
れ
ら
か
ら
演
繹
す
れ
ば
、
中
世
後
半
か
ら
近
世
に
お
け
る
紫
衣
入
院
は
、
資
金
調
達
と
と
も
に
理
事
選
出
を
も
意
味
し

た
と

い
え
よ
う
。
で
は
鑑
み
る
に
現
代
に
お
い
て
紫
衣
着
用
と
階
位
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
と
役
割
が
あ
る
の
か
。

こ
れ
は
教
団
と
し

て
今
後
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

以
上
の
関
山
派
と
徹
翁
派

の
相
論
か
ら
、
宗
派
分
立
の
意
味
を
考
え
て
み
る
と
、
臨
済
宗
に
お
け
る
宗
派
分
立
は
、
教
義
、
儀
礼
、
組

織

の
相
違
対
立
に
よ

っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
寺
院
の
復
興
資
金
と
運
営
資
金
の
調
達
の
た
め
に
引
き
起

こ
さ
れ
、
中
世
末

期
以
降

の
紫
衣
地
香
衣
地
の
乱
立
に
よ

っ
て
拡
大
し
た
と
結
論

で
き
る
。
つ
ま
り
臨
済
宗
の
宗
派
は
、
寺
院
経
営
上
の
問
題
か
ら
発
生
し

た
。さ

て
相
論
決
着
後
、
関
山
派
と
徹
翁
派
は

「
和
与
」
を
な
し
た
。
た
だ
そ
の
後
の
資
料
に
も

一
部
批
判
的
言
説
は
残

る
。
ま
た
徹
翁
派

うお

り

は
紫

衣
入
院
の
根
拠

の
弱
さ
か
ら
、
由
緒
や
証
文
が
必
要
で
あ

っ
た
の
で
、
発
展
的
に
大
徳
寺
紫
衣
地
説
を
物
語
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
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に
近
世
に
徹
翁
派
の
み
で
大
徳
寺
を
運
営
し
て
い
く
と
、
漸
次
、
徹
翁
派
紫
衣
起
原
や
徹
翁
派

一
流
相
承
な
ど
の
、
新
た
な
由
緒
を
創
造

バ　

し
て
、
徹
翁
派
が
大
徳
寺
を
独
占
経
営
す
る
正
統
性
の
物
語
を
生
産
し
て
い
き
、
大
灯
派
と
徹
翁
派
を
同

一
視
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
。

最
後
に
提
言
し
て
お
き
た

い
。
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
な
門
派
間
の
批
判
的
も
し
く
は
比
較
対
照
的
な
言
説
は
、
律
令
制

・
封
建
制
に

基
づ
く
身
分
制
社
会
の
中
で
、
教
団
が
存
続
し
て
い
く
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
存
在
証
明
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
近
代
に
な

っ
て

「近
代
国

家
」
が
台
頭
す
る
と
、
脱
亜
的
な
宗
派
像
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「専
修

・
選
択
」
史
観
に
よ
る
宗
派
史
や

「純
粋
禅
」
の
歴
史

が
説

か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
排
他
的
な
由
緒
や
宗
派
史
は
、
結
局
、
身
分
制
社
会
や

「
近
代
国
家
」
の
残
津
で
あ
り
、

現
代

に
お
い
て
は
そ
の
ま
ま
で
は
意
味
が
な
い
。
我
々
は
そ
の
よ
う
な
排
他
的
な
宗
派
意
識

・
「近
代
国
家
」
意
識
か
ら
歴
史
を
物
語
る

の
で
は
な
く
て
、
近
代
意
識

・
原
理
主
義
を
超
え
て
、
現
代
的
意
味
を
持
ち
う
る
、
世
界
に
貢
献
す
る
、
融
和
の
視
点

か
ら
の
新
た
な
禅

宗
史

・
仏
教
史

・
世
界
史
を
紡
ぎ
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(
2
)

(
3
)

(
4
)

玉
村
竹

二

『
臨
済

宗
史
』

春
秋

社
、

一
九
九

一
年
、

二
三
四
頁
。

川
上
孤
山
著
、
荻
須
純
道
補

『増
補
妙
心
寺
史
』
思
文

閣
、

一
九
七
五
年
、

一
七
五
～

一
八
六
頁
。
以
下

「
『増

補
妙
心
寺
史
』
」
と
略
称

伊
藤
克
己

「
戦
国
期

の
寺
院

・
教
団
と
天
皇
勅
許

の
資

格

・
称
号
-
紫
衣

・
勅
願
寺

の
効
果
に

つ
い
て
ー
」

『歴

史
評
論
』
五

一
二
、
一
九
九
二
年
、

=

頁
。

竹
貫
元
勝

「永
正
期
の
妙
心
寺
と
大
徳
寺
」
『松

ヶ
岡
文

庫
研
究
年
報
』

=

、
一
九
九
七
年
、
四
〇
頁
。

(5
)
末
柄
豊

「妙
心
寺

へ
の
紫
衣
出
世
勅
許

を
め
ぐ

っ
て
-
郡

林

宗

棟

を

中

心

に
ー
」
『
禅

文

化

研

究

所

紀

要

』

二
八
、
二
〇
〇
六
年
、
四
三
七
、
四
五
五
、
四
五
六
頁
。

(6
)
注
5
末
柄
論
文
、
四
五
二
頁
。

(7
)
桜
井
景
雄

「
禅
院
紫
衣

の
問
題
に
つ
い
て
」
『禅
宗
文
化

史
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、

一
九
八
六
年
、

一
七
〇
頁
。

(8
)
鎌
倉
光
明
寺
に
つ
い
て
は

『鎌
倉
市
史

社
寺
編
』
吉
川

弘
文
館
、

一
九
五
九
年
、
四
二
九
～
四
三
二
頁
、
参
照
。

鎌
倉
光
明
寺

へ
の

「後
土
御
門
天
皇
編
旨
」
は

『鎌
倉
市

史

史
料
編
』
第
三

・
第
四
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
五
八
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年
、
四
五
三
～
四
五
四
頁
。

(9
)
向
嶽
寺

へ
の

「後
奈
良
天
皇
徽
号
勅
書
」
「大
内
記
雑
掌

国
数
勅
書

・
論
旨
副
書
」
「後
奈
良
天
皇
論
旨

写
」
は

『
山

梨

県

史

資

料

編

4

』

中

世

1
、

山

梨

県
、

一
九
九
九
年
、
五
〇
七
～
五
〇
八
頁
。

(10
)
脇
田
晴
子

「戦
国
期
に
お
け
る
天
皇
権
威
の
浮
上

(上
)」

『日
本
史
研
究
』
三
四
〇
、
一
九
九
〇
年
、
二

一
頁
上
。
注

3
伊
藤
克
己
論
文
、
四
頁
上
。

(11
)
『元
長
卿
記
』
永
正
六
年
二
月
。
大
和
文
華
館

の
デ
ジ
タ

ル
デ
ー
タ
に
よ
る
。
国
文
学
研
究
資
料
館
サ
イ
ト
の

「館

蔵
和
古
書

・
マ
イ
ク
ロ
/
デ
ジ
タ
ル
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
」

で

「元
長
卿
記
」
と
検
索
。
ぴ
⇔ω巴
b
嘗
四
ρ
甘
。
ち

な
み
に
東
陽
英
朝

の

『正
法
山
六
祖
伝
』
な
ど
で
は
、
甘

露
寺

の
祖
と
謂
う
べ
き
藤
長

(
=
二
一
九
～

=
二
六

こ

や
、
そ
の
父
の
吉
田
隆
長
が
伝
奏
と
し
て
関
山
と
関
係
を

持

っ
て
い
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

(12
)
「関
山
派
連
署
状
」
『妙
心
寺
文
書
』
未
刊
行
。
連
署
状
の

署
名
者
は
日
下
か
ら
順
に
天
縦
宗
受
、
瑞
翁
宗
緒
、
興
宗

宗
松
、
独
秀
乾
才
、
玉
浦
宗
班
、
仁
済
宗
恕
で
あ
る
。

(13
)
平
野
宗
浄
校
訂

『増
補
大
徳
寺
世
譜
』
思
文
閣
出
版
、

一
九
七
九
年
。

(14
)
『延
宝
伝
灯
録
』
巻
三
〇
の
京
兆
大
徳
悦
堂
宗
澤
禅
師
章

に
よ
る
と
、
「明
応
初
。
奉
勅
出
世
大
徳
、
開
堂
畢
詣
閾

謝
恩
。
退
廻
大
心
。
永
正
四
年
六
月
、
右
京
兆
源
政
元
細

川
氏
、
号
雲
関
宗
興
居
士
、
卒
。
師

乗
炬
偶

(後
略
)」

(『大
日
本
仏
教
全
書
』
巻

一
〇
八
)
と
あ
り
、
永
正
四
年

(
一
五
〇
七
)
に
悦
堂
宗
澤
が
細
川
政

元
の
乗
炬
導
師
を

行

っ
て
い
る
。
興
雲
寺
は
奈
良
県
高
市

郡
高
取
町
に
現
存

す
る
。
現
在
は
黄
奨
宗
。

(15
)
こ
の
時

の
女
房
奉
書
が
妙
心
寺
に
現
存
し
、
そ
こ
に

「仰
、

永
正
六
、
二
、
二
八
」
と
受
取
が
あ
る
の
で
、
元
長
が
二
月

二
八
日
に
案
文
と
女
房
奉
書
を
受
け
取

っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
『開
山
無
相
大
師
六
五
〇
年

遠
諺
記
念

「
京
都

妙

心

寺

」
』

読

売

新

聞

社
、

二

〇

〇

九
年
、

図

録

六
二
、
=
二
五
頁
。

'

(16
)
『実
隆
公
記
』

の
永
正
六
年

の
二
月
二
九
日
の
条
。
以
下

の

『実
隆
公
記
』

の
引
用
は
、
す
べ
て

『実
隆
公
記
』
巻

五
上

(『続
群
書
類
従
』
再
版
版
、

一
九
六
三
年
)
に
よ

る
の
で
、
注
記
は
省
略
す
る
。

(17
)
「
都
林
消
息
」
『妙
心
寺
大
観
』
妙
心
寺
派
宗
務
本
所
、

一
九
七
二
年
、
図
二
八
八
。
都
林
は
丹
波
八
木

の
龍
興
寺

を
居
住
寺
院
と
し
て
お
り
、
東
陽
英

朝
の

『少
林
無
孔

笛
』
巻
五
に

「龍
興
郵
林
令
弟
四
年
前
寂
於
予
州
」

(大

正
蔵
八

一
、
四
〇
四
頁
中
)
と
あ
り
、

『実
隆
公
記
』
永
正

六
年

(
一
五
〇
九
)
四
月

一
六
日
の
条

に

「龍
興
寺
宗
棟

東
堂
」
と
あ
り
、
永
正

一
八
年

(
一
五

二

一
)
賛
の
郵
林
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の
頂
相
に
も

「前
大
徳
住
龍
興
郵
林
斐
」
(『妙
心
寺
大

観
』
妙
心
寺
派
宗
務
本
所
、

一
九
四
二
年
、
図

=

四
)

と
あ
る
。

(18
)
「妙
心
寺
再
興
化
末
派
移
文
」
『正
法
山
誌
』
巻
四
、
東
林

院
、

一
九
三
五
年
。

(19
)
瑞
泉
寺
に
は
松
岳
は

一
五
世
、
天
蔭
は

一
入
世
と
し
て
出

世

し
て

い
る
。

横
山
住

雄

『
瑞
泉

寺
史
』

瑞
泉
寺
、

二
〇
〇
九
年
。

(20
)
木
下
昌
規

『戦
国
期
足
利
将
軍
家
の
権
力
構
造
』
第

一

部
、
第
二
章
、
二

阿
野
季
綱
の
役
割
を
め
ぐ

っ
て
、
岩

田
書
院
、
二
〇

一
四
年
、
七
八
～

一
〇
〇
頁
。
初
出
、
同

「足
利
義
植
の
側
近
公
家
衆
阿
野
季
綱

の
役
割
を
め
ぐ

っ

て
」
『戦
国
史
研
究
』
五
六
、
二
〇
〇
八
年
。

(21
)
瀬
戸
薫

「室
町
期
武
家
伝
奏

の
補
任
に
つ
い
て
」
『日
本

歴
史
』
五
四
三
、
一
九
九
三
年
。

(22
)
「徹
翁
派
訴
状

一
」
『妙
心
寺
文
書
』
未
刊
行
。
『増
補
妙

心
寺
史
』

一
七
九
～

一
八
〇
頁
。

(23
)
「徹
翁
派
か
ら
長
橋
局

へ
の
消
息
」
『妙
心
寺
文
書
』
未
刊

行
。
『増
補
妙
心
寺
史
』

一
八

一
～

一
八
二
頁
。
消
息
は
、

文
中
に

「御
所
さ
ま
よ
り
、
な
か
は
し
の
御

つ
ほ
ね
さ
ま

へ
、
御
ふ
み
を
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
」
と
あ
り
、
「御
所
さ

ま
」
か
ら
長
橋
局
に
伝
達
を
依
頼
し
て
い
る
。
「御
所
さ

ま
」
が
誰
を
指
す
か
は
不
詳
だ
が
、
義
植
周
辺
、
勧
修
寺

家
関
係
者
、
通
玄
寺
曇
華
院
院
主
の
三
者
の
可
能
性
が
あ

る
。
三
者

の
う
ち
、
勧
修
寺
家
は
本
文

で
も
述
べ
た
と
お

り
大
徳
寺
伝
奏

で
あ
り
、
当
時
、
政

顕

(
一
四
五
二
～

一
五
二
二
)
が
当
主
で
、
姉
妹
が
後
土
御
門
院
や
後
柏
原

院
の
典
侍
に
な

っ
て
い
る
。

(24
)
龍
翔
寺
は
、
も
と
は
京
都
市
右
京
区
太
秦
安
井
に
存
し
、

大
徳
寺
の
本
寺
的
存
在
で
あ

っ
た
が
荒

廃
し
て
、
大
徳
寺

内
に
移
築
さ
れ
た
。
現
在
は
塔
頭
扱
い
に
な

つ
て
い
る
。

(25
)
「関
山
派

の
陳
状

一
」
『妙
心
寺
文
書
』
未
刊
行
。
『増
補

妙
心
寺
史
』

一
八
三
頁
。

(26
)
「徹
翁
派
連
署
状
」
注
5
末
柄
論
文
の
注
四
二
。
原
資
料

は

『京
都
御
所
東
山
御
文
庫
記
録
』
甲
百
六
。

(27
)
「長
橋
局

へ
の
返
事
」
『妙
心
寺
文
書
』
未
刊
行
。
『増
補

妙
心
寺
史
』

一
八
三
～

一
八
四
頁
。

(28
)
竹
田
和
夫

「永
享
～
文
正
期
に
お
け
る
五
山
領

の
動
向
と

経
営
-
蔭
涼
軒
季
環
真
蘂
を
中
心
に
ー

」
石
井
進
編

『中

世
の
法
と
政
治
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
二
年
、
二
三
七

頁
。
注
5
末
柄
論
文
、
四
六

一
頁
。
田
中
勇

「室
町

.
戦

国
時
代
の
禅
宗
寺
院
と
尼
崎

-
通
玄
寺
領
潮
江
荘
と
難

波
村
を
中
心
に
」
『地
域
史
研
究
』

八
〇
二
、
一
九
七
八

年
。

(29
)
大
石
雅
章

「
比
丘
尼
御
所
と
室
町
幕
府
-
尼
五
山
通
玄
寺

を
中
心
に
し
て
ー
」
『日
本
史
研
究
』

三
三
五
、
一
九
九
〇
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年
。

(30
)
「種
村
宛
書
状
」

『妙
心
寺
文
書
』
未
刊
行
。

(31
)
「
二
六

日
付
け
徹

翁

派
連

署
状

」
注

5
末
柄

論
文
、

四
五
四
～
四
五
五
頁
。

(32
)
「妙
心
再
興
化
末
派
移
文
」
「正
法
山
妙
心
禅
寺
再
興
奉
加

銭
之
事
」
無
著
道
忠

『正
法
山
誌
』
巻
四
、
東
林
院
、

一
九
三
五
年
。
無
著

の
割
り
注
に
よ
る
と
、
元
禄
九
年

(
一
六
九
六
)
七
月
に
故
紙
を
治
し
て

「
妙
心
再
興
化
末

派
移
文
」
を
得
た
と
あ
る
。

(33
)
拙
稿

「
応
仁
文
明

の
乱
か
ら

の
大
徳
寺
と
妙
心
寺
の
復

興
」
『禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
三
三
号
、
掲
載
予
定
。

(34
)
注
7
桜
井
景
雄
論
文
、

一
七
〇
頁
。
ま
た
文
禄

・
慶
長
の

役

(壬
辰

・
丁
酉
の
倭
乱
)
で
活
躍
し
た
李
氏
朝
鮮
の
松

雲
大
師
惟
政

(四
漠
大
師
。

一
五
四
四
～

一
六

一
〇
)
の

『松
雲
大
師
奮
忠
経
録
』

の
与
宿
藍
禅
師
書
等
注
に

「
日

本
僧
法
、
亦
維
衣
袈
裟
、
而
有
五
山
住
持
、
皆
有
命
服
、

着
紫
衣
黄
衣
、
号
日
長
老
。
凡
於
国
中
文
史
之
役
、
悉
以

長
老
差
送
」
と
あ
り
、
す
で
に
戦
国
末
期
に
は
紫
衣
黄
衣

が

「長
老
」
の
必
修
条
件
と
な

っ
て
い
た
よ
う
だ
。
『韓

国
仏
教
全
書
』
巻
八
、
朝
鮮
時
代
編
二
、
東
国
大
学
校
出

版
社
、

一
九
八
七
年
、
八
-

一
〇
〇
頁
上
。

(35
)
徹
翁
派
の
批
判
的
言
説
は
慣
習
に
よ

っ
て
伝
え
ら
れ
た

が
、
実
際
に
は
両
派
は
同
門
意
識
を
持

っ
て
協
働
し
て
い

(
36
)

る
。
例
え
ば
天
寧
宗
五

(?
～

一
六
九

四
)
の

『龍
安
寺

誌
』
に
よ
る
と
、
大
徳
寺
に
は
賜
紫

の
証
文
が
な
く
、
妙

心
寺
に
は
賜
紫

の
証
文
と
し
て
、
後
土
御
門
と
後
柏
原
の

二
通
の
編
旨
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
話

し
合

っ
て
妙
心
寺
が

大
徳
寺
に
後
土
御
門
の
論
旨
を
寄
付

し
た
と
あ
り
、
協
力

し
て
寺
院

の
存
続
を
は
か

っ
て

い
る
。

『大
雲
山
誌
稿
』

巻

=

、
未
刊
行
。
そ
し
て
寛
永
三
年

(
一
七
〇
六
)
に

記
さ
れ
た
大
心
義
統

(
一
六
五
七
～

一
七
三
〇
)

の

『大

徳
寺
雑
記
』

に
、
後
土
御
門
の
編
旨

と
細
川

へ
の
書
状

を
、
大
徳
寺

へ
の
紫
衣
勅
許

の
証
文
と

し
て
挙
げ
て
、
後

土
御
門
の
義
天
へ
の
紫
衣
勅
許
を
、
大
徳
寺
で
の
紫
衣
着

用
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
く

わ
え
て
そ
れ
ま
で
の

「紫
衣
」
は

「紫
袈
裟
」
を
指
し
、
現
在
の

「紫
炮
」
と

は
異
な
り
、
徹
翁
派

の
岐
庵
宗
楊
が

「始
め
て
今
の
紫
衣

を
著
」
け
た
と
記
し
て
、
徹
翁
派
の
紫
衣
着
用
に
万
全
を

期
し
て
お
り
、
関
山
派
資
料
で
も
同

じ
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

『龍
宝
山
大
徳
寺
誌
』
未
刊
行
。

現
在
、
大
徳
寺
派
で
は
宗
峰
を
開
山
、
徹
翁
を
第

一
世
と

す
る
が
、
こ
れ
は
大
徳
寺
に
お
け
る
大
灯
派
と
徹
翁
派
の

関
係
に
起
因
す
る
。
現
在
の

「大
徳
寺
派
」
は
伽
藍
法
を

徹
翁
派

の
系
譜

で
構
成
し
て
お
り
徹

翁
が
第

一
世
と
な

る
。
だ
が

「大
徳
寺
」
は
大
灯
派
の
寺
院
で
あ
り
宗
峰
を

第

一
世
と
す
る
。
こ
の
ズ
レ
か
ら
宗
峰
を
開
山
と
し
徹
翁
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を

第

一
世

と

す

る

。
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